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令和 8 年度一般廃棄物処理実施計画 
 

１．一般廃棄物の排出の状況 
 （１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第６条第１項に規定す

る区域 
    富士見町内全域 
 
 （２）排出される一般廃棄物の種類と排出量 

廃 棄 物 の 種 類 排 出 量 
可燃ごみ 家庭系可燃ごみ     １，９７９ｔ 

  〃 可燃粗大ごみ ２３ｔ 

 事業系可燃ごみ １,０７８ｔ 

不燃ごみ 家庭系不燃ごみ １０７ｔ 

  〃 不燃粗大ごみ ６４ｔ 

資源物 ９種類１９品目 ２４３ｔ 

し尿 水洗汲み取りを含む １,６５５kl 

浄化槽汚泥 合併処理浄化槽等 ４８４kl 

生活排水 公共下水道、農業集落排水 ２，５６８，１６８㎥ 

 
２．一般廃棄物の処理主体 

廃 棄 物 の 種 類 処理主体（直営・委託） 
可燃ごみ 家庭系・事業系 共同運営：諏訪南行政事務組合 
 学校給食等食品残さ 委託：㈱みのり建設 

不燃ごみ 
家庭系不燃ごみ、家庭系可燃粗

大・不燃粗大ごみ 
共同運営：諏訪南行政事務組合 

資源物 紙類 委託：㈲信濃環境衛生舎 
 びん類、缶類、ペットボトル、

白色トレイ、容器包装プラスチ

ック・その他プラスチック、布

類、乾電池、蛍光管、食用廃油 

共同運営：諏訪南行政事務組合 
 

 

し尿・浄化槽汚泥 共同運営：南諏衛生施設組合 
生活排水（公共下水道、農業集落排水） 直営：町上下水道課 

 
３．処理計画 
 （１）ごみ処理実施計画 
   ① ごみの排出抑制・再資源化計画 
    ア 排出抑制の方法 
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      可燃ごみに含まれる、紙ごみ・プラスチックごみ等の資源物を分別収集の推

進により減量化を図る。 
生ごみの自家処理による減量化を図るため、生ごみ処理容器や電気生ごみ処

理機の購入補助を拡充・継続する。 
また、生ごみを自家処理できない場合は、排出前の水切りの徹底や、全町対

象生ごみ分別収集の利用についての周知案内をする。 
    イ 再資源化の方法及び量 
      容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下「容リ法」

という。）に基づく分別収集を推進するとともに、排出物の適正化を推進するた

め、各集落に委託し、指導員の立会による収集を行う。 
      不燃ごみとして収集された物の中から、アルミ磁選機等により再資源化可能

なものを回収する。 
      小中学校、保育園等の給食残さを回収し、民間施設での堆肥化により資源循

環を行う。 
 
   再資源化の量（町回収） 

びん類    

無色 茶色 その他色 計    

３０ｔ １９ｔ ２０ｔ ６９ｔ    

紙類  

新聞 雑誌 その他紙 段ボール 紙パック 計  

２９ｔ １３ｔ ２２ｔ １０ｔ ２ｔ ７６ｔ  

プラスチック類   

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 白色ﾄﾚｲ 
容器包装

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

その他 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 
計   

８ｔ １ｔ ５５ｔ １３ｔ ７７ｔ   

缶類   

ｱﾙﾐ缶 ｽﾁｰﾙ缶 ｽﾌﾟﾚｰ缶 計   

４ｔ ５ｔ ４ｔ １３ｔ   

その他 計 

布類 蛍光管他 乾電池類 食用廃油 計 ９種類１９品目 

２ｔ １ｔ ４ｔ １ｔ ８ｔ ２４３ｔ 

      
堆肥化 
学校給食等食品残さ 

１３ｔ 
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    ウ 関連施設の概要（施設名、所在地、型式、公称能力等） 
     〇 施設名  諏訪南行政事務組合 諏訪南リサイクルセンター 
       所在地  茅野市米沢１７８７番地１ 
       型 式  破砕、金属等選別、圧縮梱包、積替え保管 
       処理能力 ２０．４ｔ／５ｈ 
       対象物  不燃ごみ、不燃粗大ごみ、木製家具類、資源物 
 
   ② 収集・運搬計画 
    ア 収集・運搬する廃棄物の量 

廃 棄 物 の 種 類 収集・運搬量 

資源物 ９種類１９品目 ２４３ｔ 

可燃ごみ 家庭系可燃ごみ １，９７９ｔ 

 家庭系可燃粗大ごみ ２３ｔ 

 学校給食等食品残さ １３ｔ 

 事業系可燃ごみ １,０７８ｔ 

不燃ごみ 家庭系不燃ごみ １０７ｔ 

 家庭系不燃粗大ごみ ６４ｔ 

不法投棄物 混合廃棄物、家電等          － 

 
    イ 収集区域の範囲 
       富士見町内全域  
 
    ウ 収集回数、方法 
      ・地区収集 

一般家庭から排出されるごみ及び資源物は、原則地区収集とし、収集日

等は「令和８年度富士見町ごみ収集計画表」（別紙）のとおりとする。 
収集・運搬は委託による。 

・事業系ごみ（事業系一般廃棄物） 
事業所から排出される可燃ごみは、原則として自ら処理するものとするが、

処理できないときは、収集運搬許可業者（31 業者）に依頼する。 
なお、資源物については、事業者が自ら処理する。 

 ・その他の収集（別記） 
生活様式の多様化等により、地区回収の利用が困難な者等、全町民を対

象とした可燃ごみ及び資源物の収集所を設置する。 
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   ③ 中間処理計画 
     ア 処理施設の概要 
      〇 可燃ごみ、燃やす粗大ごみ 

施設名  諏訪南行政事務組合 諏訪南清掃センター 
        所在地  茅野市米沢２０００番地３ 
        型 式  准連続燃焼方式 
        処理能力 １００ｔ／日（５０ｔ／１６ｈ×２炉） 
 
      〇 不燃ごみ、不燃粗大、木製家具類、資源物（紙類を除く） 
        施設名  諏訪南行政事務組合 諏訪南リサイクルセンター 
        所在地  茅野市米沢１７８７番地１ 
        型 式  破砕、金属等選別、圧縮梱包、積替え保管 
        処理能力 ２０．４ｔ／５ｈ 
 
      〇 資源物 
       ・紙類 
         施設名  有限会社 信濃環境衛生舎 塩沢リサイクルセンター 
         所在地  茅野市湖東６１８８番地２ 
       ・紙類以外 
         施設名  諏訪南行政事務組合 諏訪南リサイクルセンター 
         所在地  茅野市米沢１７８７番地１ 
         型 式  破砕、金属等選別、圧縮梱包、積替え保管 
         処理能力 ２０．４ｔ／５ｈ 
         備 考  直接個人が搬入する場合は、併設リサイクルステーション

で受入れ 
 
      〇学校給食等食品残さの堆肥化 
         施設名  株式会社 みのり建設 
         所在地  諏訪郡富士見町富士見１１６９３番地７ 
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     イ 搬入される廃棄物の搬入者別の内訳量 
施設名 

諏訪南清掃センター 諏訪南ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 民間中間処理施設 
搬入者 
町収集（委託：一般） １,９１７ｔ ３４９ｔ ７６ｔ 

〃 （別荘地） １３８ｔ   

  〃 （公共施設） ４２ｔ   

〃 （給食残さ）   １３ｔ 

持込み 個人 ８７ｔ １０５ｔ  

〃  公共施設 ０ｔ   

〃  事業者 ２２ｔ   

許可業者（33社） ８６３ｔ   

計 ３,０６９ｔ ４５４ｔ ８９ｔ 

 
 

ウ 残さの量及び処理方法 
施 設 名 残さの量 処分方法 

諏訪南清掃センター    

（焼却残灰） 
３７９ｔ 

茅野市最終処分場へ仮置き

し、民間処分場へ引き渡し 
諏訪南リサイクルセンター 
（破砕不燃物） 

１４９ｔ 民間処分場へ引き渡し 

 
   ④ 最終処分計画 

    ア 埋立て処分の場合 

     (ｱ) 最終処分場の概要 

      a 施設名   茅野市一般廃棄物最終処分場 

        所在地   茅野市湖東笹原５６番地ほか 

        埋立地面積    ４,３００㎡ 

        全体容量    ３４,８４０㎥ 

        残余容量     ９,８０８㎥（令和 8年 3月 31 日現在） 

        埋立て対象物  破砕不燃物、焼却残灰 

 

b 施設名   南諏衛生施設組合一般廃棄物最終処分場 

        所在地   富士見町富士見５２４０番地 

        埋立地面積    ６,４００㎡ 

        全体容量    ２６,５００㎥ 

        残余容量     ７,４０１㎥（令和 8年 3月 31 日現在） 

        埋立て対象物    破砕不燃物、焼却残灰、し尿脱水汚泥焼却残灰 
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     (ｲ) 搬入される廃棄物の搬入者別内訳量及び年間埋立量（覆土量を含む。）  

処分場名 発生量 諏訪南 埋立容量 合計 

茅野市最終処分場 ｔ ｔ ｔ ｔ 

焼却残灰 ３７９  ３７９ ３７９ 

外部委託  △３７９ △３７９ △３７９ 

計 ３７９ △３７９ ０ ０ 

南衛最終処分場 ｔ ｔ ｔ ｔ 

し尿汚泥焼却残灰 ７  ７ ７ 

計 ７  ７ ７ 

 

   ⑤ その他 

    〇 住民に対する広報・啓発活動 

     ア  ごみ収集計画表の配布 

       ごみ収集計画表の町内全戸に配布を行い、排出方法等の周知を行う。 

また、町内在住の外国人用に外国語版（４か国）を作成し、希望により配

布する。 

 

     イ 広報等の活用 

広報、告知放送（有線放送）及びごみ減量啓発チラシ等により、ごみ減量

と資源物分別収集の啓発を行い、町民意識の醸成を図る。 

 

     ウ その他 

各種イベントでのごみ減量 PRや生ごみ自家処理関連説明会等を開催し、ご

み減量の啓発を行う。 

また、ごみ減量と環境美化活動にあたる団体等の組織、育成、指導を行い、

町民のごみ減量意識の向上を図る。 

    

    〇 事業者等への広報・啓発 

     ア 事業系一般廃棄物の減量化の推進 

       事業者等から排出されるごみの適正化と排出抑制の啓発を行う。 

       また、事業者から収集運搬委託を受けた許可業者に対して、必要に応じ指 

導を行う。 
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⑥ 町外からの一般廃棄物の受入れ 

受入れは、町内民間施設での堆肥化処理を予定しているが、町外から新たに要

請があった場合、排出市町村等と十分協議し、法施行令第４条第９号イの通知を

受ける。 

○ 塩尻市から持ち込まれる落葉・刈草・生ごみの受入れ（予定量５０９ｔ） 

○ 岡谷市から持ち込まれる水草（ﾋｼ）・生ごみの受入れ（予定量７４４ｔ） 

○ 下諏訪町から持ち込まれる水草（ﾋｼ）の受入れ（予定量７００ｔ） 

○ 諏訪市から持ち込まれる水草（ﾋｼ）の受入れ（予定量７００ｔ） 

 

⑦ 町外への一般廃棄物の搬出 

排出は、町外民間施設での堆肥化処理を予定しているが、事業者から申出があ

った場合、搬入市町村等と十分協議し、協議終了後、法施行令第４条第９号イに

基づく通知により処理を行う。 

 

（２）生活排水処理実施計画 

   ① 生活排水（水洗便所し尿又は生活雑排水を処理する場合に限る）処理計画 

ア 公共下水道     

事業名 処理区域 処理人口 処理量 

諏訪湖流域下水道関連 ha 人 ㎥ 

富士見町公共下水道 １７３.０ ２,２７４ １,６５２,１２０ 

単独公共下水道 ha 人 ㎥ 

（富士見・境処理区） ５２９.５ ８,７８２ ９１５,５８０ 

合 計 
ha 人 ㎥ 

７０２.５ １１,０５６ ２,５６７,７００ 

イ 農業集落排水    

事業名 処理区域 処理人口 汚泥処理量 

農業集落排水事業 ha 人 kl 

（２処理区） ７６.０ １,５５０ ４６８ 

ウ 合併処理浄化槽    

事業名 処理区域 処理人口 汚泥処理量 

合併処理浄化槽設置事

業 

町内全域（下水道

認可区域外等） 

人 kl 

１,２２２ ４８４ 

 

 

 

 

   ② し尿・汚泥（汲み取るべきし尿、浄化槽から発生する汚泥及び生活雑排水のみ 
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を処理する施設から発生する汚泥等をいう）の処理計画 

ア 収集・運搬計画  

 ・収集・運搬する廃棄物の量  

廃 棄 物 の 種 類 収集・運搬量 

し尿（簡易水洗汲み取りを含む） １,６５５kl 

合併処理浄化槽（し尿浄化槽等を含む）汚泥 ４８４kl 

農業集落排水施設汚泥 ４６８Kl 

合   計 ２,６０７Kl 

 

 ・収集区域、収集方法   

廃棄物の種類 収集区域 収集方法 

し尿 町内全域 随時収集：電話・ＦＡＸ申込 

（簡易水洗汲取りを含む）  許可業者（２社） 

  ・㈲信濃衛生社 

  ・㈲フォレストクリーン 

廃棄物の種類 収集区域 収集方法 

合併処理浄化槽汚泥 町内全域 随時収集：電話・ＦＡＸ申込 

（し尿浄化槽を含む）  許可業者（２社） 

・㈲信濃衛生社 

・㈲フォレストクリーン 

雑排水処理槽汚泥 町内全域 随時収集：電話申込 

  許可業者（１社） 

  ・長野県環境開発㈱ 

   

 イ 中間処理計画 

  ・ 施設の概要 

   〇 し尿、合併処理浄化槽等汚泥 

施設名  南諏衛生センターし尿処理施設 

所在地  富士見町富士見５２４０番地 

処理方式 高負荷脱窒素膜分離方式＋高度処理 

処理能力 ４２ｋｌ／日 

〇 雑排水処理槽汚泥 

        ・施設名  長野県環境開発㈱処理場 

         所在地  東御市田中６５５番地 

         処理能力 ３０㎥／日 

         その他  脱水汚泥は、㈱南信サービスにて炭化再生処理 
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     ウ 最終処分計画 

       〇 し尿、合併処理浄化槽等汚泥焼却残灰 

    施設名  南諏衛生施設組合一般廃棄物最終処分場 

           所在地   富士見町富士見５２４０番地 

           埋立地面積    ６,４００㎡ 

           全体容量    ２６,５００㎥ 

          残余容量     ７,４０１㎥（令和 8年 3月 31 日現在） 

           埋立て対象物    破砕不燃物、焼却残灰、し尿脱水汚泥焼却残灰 

 

残さの量及び処分方法   
施 設 名 残さの量 処分方法 

南諏衛生センター し尿

処理施設（焼却残灰） 
７ｔ 南衛：最終処分場へ埋立て 

 

   ③ その他 

     住民に対する広報・啓発活動 

      公共下水道供用開始区域内では接続を推進する。 

      また、区域外では、合併処理浄化槽の設置が義務付けられていることの周知

啓発を行う。 




